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1月15日に開催された、国の文化審議会文化財分科会での審議の結果、「上尾の摘田・
畑作用具」を国重要有形民俗文化財に指定するよう文部科学大臣に答申が行われました。
今後、国の官報告示を経て、正式に重要有形民俗文化財に指定される予定です。

たねもみ

■文化財の概要 摘田は、田植えをしないで種籾（稲の種子）を田に直接まいて稲を生育
する栽培方法です。大宮台地上に
立地する上尾市域では、麦やサツ
マイモを中心とした畑主体の農業
が営まれる一方で、限られた環境
の中、摘田という農法による米作
りが伝統的に継承されてきた歴史
があります。「上尾の摘田・畑作
用具」は、明治から昭和にかけて
使用された総数750点からなる農
具のコレクションで、日本の農耕
文化を理解する上で特に重要であ
ると評価を受けました。
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地震や武力攻撃などの災害時に、国から「全
国瞬時警報システム（Ｊアラート）」を通じて送
られてくる緊急情報を防災行政無線を用いて確
実に皆さんにお伝えするため、情報伝達訓練を
行います。これは、全国一斉に行われる訓練で
す。 �2月17日㈬11時ごろ �右表のとおり

防災行政無線による試験放送

市内に設置してある防災行政無線から、一斉に次のよう
に放送されます。
【放送内容】
①｢これは、Ｊアラートのテストです｣を3回
②｢こちらは、防災上尾です」

危機管理防災課 �775―5140・�775―9927防災行政無線を用いた
緊急情報の伝達訓練

4



「上尾の摘田・畑作用具」が
国指定文化財に

祝上尾市初 市
登
録
手
話
通
訳
者
認
定
試
験

障
害
福
祉
課

�
7
7
5
―

5
1
2
2

�
7
7
6
―

8
8
7
2

�
3
月
7
日
㈰
9
時
〜

�
総
合
福
祉
セ

ン
タ
ー（
平
塚
724
）
�
筆
記
試
験
、
手
話

読
み
取
り
、
手
話
表
現
、
面
接

�
市
内

に
在
住
・
在
勤
の
20
歳
以
上
で
、
聴
覚
障

害
者
福
祉
に
理
解
が
あ
り
、
次
の
①
②
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
①
手
話
通
訳
者

養
成
講
習
会
を
受
講
ま
た
は
お
お
む
ね
同

等
の
技
術
が
あ
る
②
手
話
通
訳
活
動
の
経

験
が
2
年
以
上
あ
る

�
申
請
書（
障
害

福
祉
課
、
市
社
会
福
祉
協
議
会
に
あ
る
）

に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
2
月
12
日
㈮

ま
で（
必
着
）に
直
接（
平
日
だ
け
）ま
た
は

郵
送
で
障
害
福
祉
課

（
〒
362
―

8
5
0
1
本

町
3
―

1
―

1
）へ

上
尾
市
学
校
施
設
更
新
計
画

基
本
計
画（
案
）へ
の
意
見
を
募
集

教
育
総
務
課

�
7
7
5
―

9
4
7
3

�
7
7
6
―

2
2
5
0

人
口
減
少
社
会
の
中
で
、
市
内
の
公
立

小
中
学
校
の
施
設
劣
化
に
よ
る
改
修
や
更

新
を
計
画
的
に
進
め
る「
上
尾
市
学
校
施

設
更
新
計
画
基
本
計
画
」を
策
定
し
ま
す
。

こ
の
た
び
、
そ
の
案
が
ま
と
ま
り
ま
し
た

の
で
、
市
民
コ
メ
ン
ト
制
度
に
基
づ
き
、

意
見
を
募
集
し
ま
す
。
【
基
本
計
画（
案
）

の
公
表
・
意
見
募
集
期
間
】1
月
25
日
〜

2
月
22
日
㈪
【
基
本
計
画（
案
）・
意
見

書
の
設
置
場
所
】教
育
総
務
課
、
市
役
所

1
階
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
、
各
支
所
・
公

民
館

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し

ま
す
。
�
市
内
に
在
住
・
在
勤
・
在
学

の
人
【
意
見
な
ど
の
取
り
扱
い
】内
容
を

検
討
し
、
策
定
の
参
考
に
す
る

※
住

所
・
氏
名
な
ど
個
人
が
特
定
で
き
る
箇
所

を
除
き
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
ま

す
。
個
別
に
は
回
答
し
ま
せ
ん
。
【
提
出

方
法
】意
見
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、

直
接
か
郵
送（
2
月
22
日
必
着
）、
ま
た
は

フ
ァ
ク
ス
、
メ
ー
ル
で
教
育
総
務
課（
〒

362
―

8
5
0
1
本
町
3
―

1
―

1
、
�s7210

00
@
city.ageo.lg.jp

）へ

上
尾
市
建
築
物
耐
震
改
修
促
進

計
画
の
改
定（
案
）へ
の
意
見
を

募
集

建
築
安
全
課

�
7
7
5
―

8
4
9
0

�
7
7
5
―

9
9
0
6

「
上
尾
市
建
築
物
耐
震
改
修
促
進
計
画
」

の
計
画
期
間
を
令
和
7
年
度
ま
で
に
改
定

し
ま
す
。
こ
の
た
び
、
そ
の
案
が
ま
と
ま

り
ま
し
た
の
で
、
市
民
コ
メ
ン
ト
制
度
に

基
づ
き
、
意
見
を
募
集
し
ま
す
。
【
計
画

（
案
）の
公
表
・
意
見
募
集
期
間
】2
月
1

日
㈪
〜
26
日
㈮（
㈰
を
除
く
）
【
計
画

（
案
）・
意
見
書
の
設
置
場
所
】建
築
安
全

課
、
市
役
所
1
階
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
ま
す
。

�
市
内
に
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
人
【
意

見
な
ど
の
取
り
扱
い
】内
容
を
検
討
し
、策

定
の
参
考
に
す
る

※
住
所
・
氏
名
な
ど

個
人
が
特
定
で
き
る
箇
所
を
除
き
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
ま
す
。
個
別
に

は
回
答
し
ま
せ
ん
。
【
提
出
方
法
】意
見

書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
直
接
か
郵

送（
26
日
必
着
）ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
、
メ
ー

ル
で
建
築
安
全
課（
〒
362
―

8
5
0
1
本
町

3
―

1
―

1
、
�s358000

@
city.ageo.lg.

jp

）へ

つみ た

1月15日に開催された、国の文化審議会文化財分科会での審議の結果、「上尾の摘田・
畑作用具」を国重要有形民俗文化財に指定するよう文部科学大臣に答申が行われました。
今後、国の官報告示を経て、正式に重要有形民俗文化財に指定される予定です。

たねもみ

■文化財の概要 摘田は、田植えをしないで種籾（稲の種子）を田に直接まいて稲を生育
する栽培方法です。大宮台地上に
立地する上尾市域では、麦やサツ
マイモを中心とした畑主体の農業
が営まれる一方で、限られた環境
の中、摘田という農法による米作
りが伝統的に継承されてきた歴史
があります。「上尾の摘田・畑作
用具」は、明治から昭和にかけて
使用された総数750点からなる農
具のコレクションで、日本の農耕
文化を理解する上で特に重要であ
ると評価を受けました。

生涯学習課
�775―9496
�776―2250

摘田・畑作用具の一部

2
月
13
日
㈯
は
、
本
庁
舎
と

尾
山
台
・
上
尾
駅
出
張
所
の

業
務
を
休
業

行
政
経
営
課

�
7
7
5
―

3
9
6
3

�
7
7
6
―

8
8
7
3

市
民
課

�
7
7
5
―

5
1
2
8

�
7
7
5
―

9
8
2
7

市
役
所
本
庁
舎
1
階
・
2
階（
市
民
税

課
、
納
税
課
、
障
害
福
祉
課
、
高
齢
介
護

課
に
限
る
）・
5
階（
子
ど
も
支
援
課
、
保

育
課
に
限
る
）の
窓
口
、
尾
山
台
・
上
尾

駅
出
張
所
は
、
土
曜
日
も
業
務
を
行
っ
て

い
ま
す
が
、
2
月
13
日
は
本
庁
舎
電
気
設

備
定
期
点
検
の
た
め
、業
務
を
休
み
ま
す
。

令
和
2
年
市
議
会
第
2
回
臨
時
会

令
和
2
年
市
議
会
12
月
定
例
会

総
務
課

�
7
7
5
―

4
9
6
3

�
7
7
5
―

9
8
1
9

令
和
2
年
市
議
会
第
2
回
臨
時
会
が
昨

年
11
月
27
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

議
会
で
は
、
人
事
院
勧
告
に
準
じ
て
市
職

員
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
支
給
割
合
を

引
き
下
げ
る
た
め
の
条
例
の
一
部
改
正
な

ど
の
議
案
が
審
議
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
う

ち
市
長
提
出
の
3
議
案
に
つ
い
て
は
、
全

て
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

令
和
2
年
市
議
会
12
月
定
例
会
は
、
12

月
1
〜
21
日
の
21
日
間
の
会
期
で
開
か
れ

ま
し
た
。
こ
の
議
会
で
は
、
令
和
2
年
度

補
正
予
算
や
ご
み
処
理
広
域
化
に
係
る
上

尾
市
と
伊
奈
町
の
ご
み
の
分
別
や
収
集
に

関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
検
討
会
議

を
設
置
す
る
た
め
の
条
例
な
ど
の
議
案
が

審
議
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
市
長
提
出

の
27
議
案
と
諮
問
3
件
に
つ
い
て
は
、
全

て
原
案
の
と
お
り
可
決
、
同
意
ま
た
は
答

申
さ
れ
ま
し
た
。
可
決
さ
れ
た
補
正
予
算

に
は
、
高
齢
者
な
ど
に
対
す
る
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検

査
費
用
を
助
成
す
る
た
め
の
費
用
な
ど
を

計
上
し
て
い
ま
す
。

■
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦た

ば
た

人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
に
、
太
幡
和

の
り
こ

子
氏
、

澤
章
子
氏
、
山
本
敏
雄
氏
を
推

薦
す
る
こ
と
に
異
議
な
き
旨
の
答
申
が
さ

れ
ま
し
た
。

国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療

令
和
3
年
度
保
養
・
宿
泊
施
設
の

利
用
補
助

保
険
年
金
課（
国
保
給
付
担
当
）�
7
8
2
―

6
4
8
1

（
高
齢
者
医
療
担
当
）�
7
7
5
―

5
1
2
5

�
7
7
5
―

9
8
2
7

「
コ
ロ
ナ
禍
の
臨
時
財
政
運
営
方
針
」に

お
け
る
事
業
の
見
直
し（『
広
報
あ
げ
お
』

令
和
3
年
1
月
号
9
ペ
ー
ジ
参
照
）に
伴

い
、市
国
民
健
康
保
険（
国
保
）加
入
者
と
、

市
内
に
住
所
を
有
す
る
県
後
期
高
齢
者
医

療
制
度（
後
期
高
齢
者
医
療
）加
入
者
を
対

象
と
し
た
、
令
和
3
年
度
以
降
の
保
養
・

宿
泊
施
設
利
用
補
助
の
実
施
は
未
定
で

す
。
4
月
以
降
は
補
助
が
利
用
で
き
な
い

可
能
性
が
あ
る
た
め
、
宿
泊
予
約
の
際
は

ご
留
意
く
だ
さ
い
。

ガ
ン
バ
ル
あ
げ
お
商
品
券
は

3
月
15
日
㈪
ま
で
に
ご
利
用
を

購
入
者
専
用
窓
口

�
6
4
2
―

3
3
5
0

上
尾
商
工
会
議
所

�
7
7
3
―

3
1
1
1

�
7
7
5
―

9
0
9
0

ガ
ン
バ
ル
あ
げ
お
商
品
券
の
利
用
期
限

は
、
3
月
15
日
で
す
。
本
商
品
券
を
購
入

し
た
人
は
、
期
限
ま
で
に
利
用
し
て
く
だ

さ
い
。
※
利
用
期
限
を
過
ぎ
た
商
品
券

は
無
効
で
す
。

地震や武力攻撃などの災害時に、国から「全
国瞬時警報システム（Ｊアラート）」を通じて送
られてくる緊急情報を防災行政無線を用いて確
実に皆さんにお伝えするため、情報伝達訓練を
行います。これは、全国一斉に行われる訓練で
す。 �2月17日㈬11時ごろ �右表のとおり

防災行政無線による試験放送

市内に設置してある防災行政無線から、一斉に次のよう
に放送されます。
【放送内容】
①｢これは、Ｊアラートのテストです｣を3回
②｢こちらは、防災上尾です」

危機管理防災課 �775―5140・�775―9927防災行政無線を用いた
緊急情報の伝達訓練

5 広報あげお 2021. 2 No. 1043

とき　　　 ところ　　　 内容　　　 対象　　　　  費用・金額　※記載のないものは「無料」　　  定員　　　 持ち物
申し込み　※記載のないものは「当日、直接会場へ」　　  問い合わせ　



本市は平成6年からオーストラリアのロッ
キャーバレー市と｢上尾市中学生海外派遣研修事
業｣をきっかけに四半世紀にわたり交流を続けて
います。
しかし、昨年は新型コロナウイルス感染症の影
響により、海外派遣研修は残念ながら中止となり
ました。
私は、長年にわたり築いてきた両国、両市の交
流を中断することなく何とかして継続していきた
いという思いから、ロッキャーバレー市のミリガ
ン市長とのオンライン対談を、昨年12月18日に行
いました。
対談では、コロナ禍の状況や昨年9月にオース
トラリアで発生した森林火災の状況、延期された
オリンピック・パラリンピックについてなど、両
市の近況を語り合いました。オンラインでの対談
でしたが、顔を合わせ直接声を聞くことができ安

心したのと同時に、困難な状況下においても心を
通わせ、話ができる喜びを感じました。
現在、市教育委員会では、ロッキャーバレー市

との間で、学校同士のオンライン交流に向けた準
備を進めています。私とミリガン市長との対談で
も、交流を積極的に推進していく意思を確認し合
いました。一足先に芝川小学校において実施した
オンライン交流では、児童から、｢これを機に外
国のことをもっと知りたい｣｢このような機会が
あったらまた交流したい｣など、前向きな意見が
多くありました。
今後も、市教育委員会と連携しながら、全ての

小・中学校に整備したICT環境を活用し、普段か
ら子どもたちによる国際交流を進め、両市の友好
関係をさらに深めていきたいと思います。

～県が整備地選定委員会を設置～
県では、県営の屋内50㍍プールとスポーツ科学拠点

施設の整備に向けて検討が進む中、これまでの4回の
有識者会議での意見を踏まえ、両施設の整備地選定を
行うため、新たに｢屋内50ｍ水泳場及びスポーツ科学
拠点施設整備地選定委員会｣が設置され、昨年12月3日
に第1回の会議が開催されました。
整備地選定委員会では、今後の整備地の決定に向け

て、周辺のまちづくりや地元市との協働の在り方など
を踏まえ、両施設の最適な整備場所の検討を行ってい
くとしています。
本市は、県の中央部に位置するアクセスの良さに加

え、上尾運動公園周辺の多種目なスポーツ施設が集積
されたエリアであり、プール以外の施設との連携が可
能となります。
市民の皆さんの身近な健康づくりの場として、また

アスリートの競技力向上の場として各地から広くご利
用いただけることになり、地域の活性化による経済波
及効果も期待できます。
市は、この施設が市民の皆さんのスポーツと健康づ

くりの拠点となり、にぎわいのある街となるよう、引
き続き誘致の実現に向けて活動を行なってまいりま
す。

ミリガン市長とのオンライン対
談で両市の近況を確認

スポーツ振興課 �781―8112・�775―6608

※写真／屋内50ｍ水泳
場及びスポーツ科学拠
点施設整備事業有識者
会議報告書より

観客席イメージ

芝川小学校でのオンライン交流の
様子

飛込プールイメージ

ロッキャーバレー市長とオンライン対談を実施

【県が検討中の施設】

屋内50ｍプールイメージ

こ
ど
も
医
療
費
助
成
の
登
録
を

子
ど
も
支
援
課

�
7
7
5
―

5
1
2
0

�
7
7
4
―

5
3
4
2

子
ど
も
が
医
療
機
関
を
受
診
し
た
と
き

に
支
払
う
医
療
費
を
助
成
し
ま
す
。
助
成

を
受
け
る
た
め
に
は
登
録
が
必
要
で
す
。

�
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
中
学
校
修
了
前（
15
歳
に
達

す
る
日
以
後
の
最
初
の
3
月
31
日
ま
で
）

の
子
ど
も

※
他
制
度（
ひ
と
り
親
家
庭

等
医
療
費
、
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
な

ど
）で
医
療
費
助
成
を
受
け
て
い
る
人
は

そ
ち
ら
が
優
先
さ
れ
ま
す
の
で
、
登
録
は

不
要
で
す
。
【
助
成
額
】保
険
診
療
費
ま

た
は
保
険
調
剤
費
の
自
己
負
担
分（
高
額

療
養
費
と
家
族
療
養
費
付
加
金
を
除
く
）

【
必
要
書
類
】子
ど
も
の
健
康
保
険
証
、
保

護
者（
生
計
中
心
者
）名
義
の
普
通
預（
貯
）

金
口
座
の
分
か
る
物
、
被
保
険
者
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
物
、
被
保
険
者
の
本

人
確
認
が
で
き
る
物

�
必
要
書
類
を
用

意
し
て
直
接
、
子
ど
も
支
援
課
ま
た
は
各

支
所
・
出
張
所
へ

児
童
手
当
の
申
請
を

子
ど
も
支
援
課

�
7
7
5
―

5
1
2
0

�
7
7
4
―

5
3
4
2

児
童
手
当
は
、
家
庭
に
お
け
る
生
活
の

安
定
と
、
次
代
の
社
会
を
担
う
児
童
の
健

や
か
な
成
長
の
た
め
、
中
学
校
修
了
前
ま

で
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に
支
給
さ

れ
ま
す
。
児
童
手
当
を
受
け
る
に
は
申
請

が
必
要
で
、
手
当
の
支
給
は
原
則
、
申
請

し
た
日
の
翌
月
分
か
ら
に
な
り
ま
す
。
出

生
や
転
入
で
児
童
手
当
の
申
請
を
す
る
場

合
は
、
出
生
日
や
転
出
予
定
日
の
翌
日
か

ら
数
え
て
15
日
以
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
15
日
を
過
ぎ
て
申
請
し
た
場
合
、
原

則
と
し
て
遅
れ
た
月
分
の
手
当
を
受
給
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
転
出
や
児
童
を
養
育
し

な
く
な
っ
た
、
公
務
員
に
な
っ
た
な
ど
の

場
合
に
は
、届
け
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

�
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
中
学
校
修
了
前

の
児
童（
15
歳
に
達
す
る
日
以
降
最
初
の

3
月
31
日
ま
で
）を
養
育
し
て
い
る
人

※
児
童
の
住
所
は
市
内
で
、
養
育
者
の
住

所
が
市
外
の
人
は
、
養
育
者
の
住
所
地
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
公
務
員
の
人
は
勤

務
先
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
【
支
給

月
】6
月
／
2
〜
5
月
分
、
10
月
／
6
〜

9
月
分
、
2
月
／
10
〜
1
月
分

※
令
和

2
年
6
月
の
更
新
手
続
き
が
済
ん
で
い
な

い
場
合
は
、
6
月
以
降
の
手
当
て
の
支
払

い
が
保
留
と
な
り
ま
す
の
で
、
速
や
か
に

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。
10
月
に
定
期
支

給
が
あ
っ
た
人
は
、
手
続
き
済
み
で
す
。

訪
問
型
子
育
て
支
援
事
業

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

�
7
7
8
―

2
0
0
8

�
7
7
7
―

5
8
0
4

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
内
に
設
置
し
て

い
る「
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」

で
は
、
保
育
士
資
格
を
持
つ
子
育
て
支
援

員
が
家
に
伺
い
、
育
児
の
悩
み
や
不
安
の

解
消
、
ふ
れ
あ
い
遊
び
の
紹
介
や
子
育
て

支
援
の
情
報
提
供
な
ど
を
し
て
い
ま
す
。

気
軽
に
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。
�
㈪
〜

㈯
9
〜
16
時（
㈷
・
年
末
年
始
を
除
く
）

�
未
就
学
児
の
保
護
者

�
電
話
で
子
育

て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ

交
通
遺
児
手
当
の
申
請
を

子
ど
も
支
援
課

�
7
7
5
―

6
8
1
9

�
7
7
4
―

5
3
4
2

�
市
内
に
住
所
が
あ
る
義
務
教
育
修
了
前

の
児
童
の
両
親
ま
た
は
そ
の
ど
ち
ら
か

が
、交
通
事
故
に
よ
り
死
亡
し
た
場
合
に
、

そ
の
児
童
と
生
活
を
共
に
し
、
養
育
し
て

い
る
保
護
者
【
支
給
額
】遺
児
1
人
当
た

り
月
額
3
千
円

�
交
通
事
故
に
よ
っ
て

死
亡
し
た
こ
と
を
証
明
で
き
る
物（
事
故

証
明
書
や
死
亡
証
明
書
の
写
し
な
ど
）、

印
鑑
、
保
護
者
名
義
の
預（
貯
）金
通
帳
、

本
人
確
認
が
で
き
る
物（
自
動
車
運
転
免

許
証
な
ど
）を
用
意
し
て
直
接
、
子
ど
も

支
援
課
へ

令
和
3
年
度

学
用
品
費
・
給
食
費
な
ど
の
援
助

学
務
課

�
7
7
5
―

9
6
0
4

�
7
7
5
―

5
6
3
3

経
済
的
な
理
由
で
就
学
が
困
難
と
認
め

ら
れ
る
児
童
生
徒
の
保
護
者
に
、
子
ど
も

の
学
用
品
費
の
一
部
や
給
食
費
な
ど
を
援

助
し
て
い
ま
す（
所
得
審
査
あ
り
）。
年
度

途
中
で
転
入
し
た
人
や
、
世
帯
状
況
が
変

わ
り
援
助
が
必
要
に
な
っ
た
人
も
随
時
受

け
付
け
ま
す
。
新
入
学
児
童
生
徒
学
用
品

費
の
入
学
前
支
給
を
受
け
た
人
も
再
度
申

請
が
必
要
で
す
。
【
必
要
書
類
】保
護
者

名
義
の
振
込
口
座
の
分
か
る
物
、
賃
貸
借

契
約
書
の
写
し（
賃
貸
住
宅
に
住
ん
で
い

る
場
合
）、
令
和
2
年
分
所
得
税
の
確
定

申
告
書
の
控
え（
1
月
2
日
以
降
に
上
尾

市
に
転
入
し
た
保
護
者
）な
ど

�
①
市

内
小
・
中
学
校
在
籍
者（
予
定
者
）の
保
護

者
／
申
請
書（
各
市
立
小
・
中
学
校
、
学

務
課
に
あ
る
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
必
要
書
類
を
添
え
て
直
接
、
通
学
し

て
い
る（
入
学
す
る
）小
・
中
学
校
ま
た
は

学
務
課
へ
②
国
・
県
立
小
・
中
学
校
在
籍

者（
予
定
者
）の
保
護
者
／
申
請
書（
学
務

課
に
あ
る
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
も
可
）に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

必
要
書
類
を
添
え
て
直
接
、
学
務
課
へ

6



本市は平成6年からオーストラリアのロッ
キャーバレー市と｢上尾市中学生海外派遣研修事
業｣をきっかけに四半世紀にわたり交流を続けて
います。
しかし、昨年は新型コロナウイルス感染症の影
響により、海外派遣研修は残念ながら中止となり
ました。
私は、長年にわたり築いてきた両国、両市の交
流を中断することなく何とかして継続していきた
いという思いから、ロッキャーバレー市のミリガ
ン市長とのオンライン対談を、昨年12月18日に行
いました。
対談では、コロナ禍の状況や昨年9月にオース
トラリアで発生した森林火災の状況、延期された
オリンピック・パラリンピックについてなど、両
市の近況を語り合いました。オンラインでの対談
でしたが、顔を合わせ直接声を聞くことができ安

心したのと同時に、困難な状況下においても心を
通わせ、話ができる喜びを感じました。
現在、市教育委員会では、ロッキャーバレー市

との間で、学校同士のオンライン交流に向けた準
備を進めています。私とミリガン市長との対談で
も、交流を積極的に推進していく意思を確認し合
いました。一足先に芝川小学校において実施した
オンライン交流では、児童から、｢これを機に外
国のことをもっと知りたい｣｢このような機会が
あったらまた交流したい｣など、前向きな意見が
多くありました。
今後も、市教育委員会と連携しながら、全ての

小・中学校に整備したICT環境を活用し、普段か
ら子どもたちによる国際交流を進め、両市の友好
関係をさらに深めていきたいと思います。

～県が整備地選定委員会を設置～
県では、県営の屋内50㍍プールとスポーツ科学拠点

施設の整備に向けて検討が進む中、これまでの4回の
有識者会議での意見を踏まえ、両施設の整備地選定を
行うため、新たに｢屋内50ｍ水泳場及びスポーツ科学
拠点施設整備地選定委員会｣が設置され、昨年12月3日
に第1回の会議が開催されました。
整備地選定委員会では、今後の整備地の決定に向け

て、周辺のまちづくりや地元市との協働の在り方など
を踏まえ、両施設の最適な整備場所の検討を行ってい
くとしています。
本市は、県の中央部に位置するアクセスの良さに加

え、上尾運動公園周辺の多種目なスポーツ施設が集積
されたエリアであり、プール以外の施設との連携が可
能となります。
市民の皆さんの身近な健康づくりの場として、また

アスリートの競技力向上の場として各地から広くご利
用いただけることになり、地域の活性化による経済波
及効果も期待できます。
市は、この施設が市民の皆さんのスポーツと健康づ

くりの拠点となり、にぎわいのある街となるよう、引
き続き誘致の実現に向けて活動を行なってまいりま
す。

ミリガン市長とのオンライン対
談で両市の近況を確認

スポーツ振興課 �781―8112・�775―6608

※写真／屋内50ｍ水泳
場及びスポーツ科学拠
点施設整備事業有識者
会議報告書より

観客席イメージ

芝川小学校でのオンライン交流の
様子

飛込プールイメージ

ロッキャーバレー市長とオンライン対談を実施

【県が検討中の施設】

屋内50ｍプールイメージ

こ
ど
も
医
療
費
助
成
の
登
録
を

子
ど
も
支
援
課

�
7
7
5
―

5
1
2
0

�
7
7
4
―

5
3
4
2

子
ど
も
が
医
療
機
関
を
受
診
し
た
と
き

に
支
払
う
医
療
費
を
助
成
し
ま
す
。
助
成

を
受
け
る
た
め
に
は
登
録
が
必
要
で
す
。

�
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
中
学
校
修
了
前（
15
歳
に
達

す
る
日
以
後
の
最
初
の
3
月
31
日
ま
で
）

の
子
ど
も

※
他
制
度（
ひ
と
り
親
家
庭

等
医
療
費
、
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
な

ど
）で
医
療
費
助
成
を
受
け
て
い
る
人
は

そ
ち
ら
が
優
先
さ
れ
ま
す
の
で
、
登
録
は

不
要
で
す
。
【
助
成
額
】保
険
診
療
費
ま

た
は
保
険
調
剤
費
の
自
己
負
担
分（
高
額

療
養
費
と
家
族
療
養
費
付
加
金
を
除
く
）

【
必
要
書
類
】子
ど
も
の
健
康
保
険
証
、
保

護
者（
生
計
中
心
者
）名
義
の
普
通
預（
貯
）

金
口
座
の
分
か
る
物
、
被
保
険
者
の
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
物
、
被
保
険
者
の
本

人
確
認
が
で
き
る
物

�
必
要
書
類
を
用

意
し
て
直
接
、
子
ど
も
支
援
課
ま
た
は
各

支
所
・
出
張
所
へ

児
童
手
当
の
申
請
を

子
ど
も
支
援
課

�
7
7
5
―

5
1
2
0

�
7
7
4
―

5
3
4
2

児
童
手
当
は
、
家
庭
に
お
け
る
生
活
の

安
定
と
、
次
代
の
社
会
を
担
う
児
童
の
健

や
か
な
成
長
の
た
め
、
中
学
校
修
了
前
ま

で
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に
支
給
さ

れ
ま
す
。
児
童
手
当
を
受
け
る
に
は
申
請

が
必
要
で
、
手
当
の
支
給
は
原
則
、
申
請

し
た
日
の
翌
月
分
か
ら
に
な
り
ま
す
。
出

生
や
転
入
で
児
童
手
当
の
申
請
を
す
る
場

合
は
、
出
生
日
や
転
出
予
定
日
の
翌
日
か

ら
数
え
て
15
日
以
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
15
日
を
過
ぎ
て
申
請
し
た
場
合
、
原

則
と
し
て
遅
れ
た
月
分
の
手
当
を
受
給
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
転
出
や
児
童
を
養
育
し

な
く
な
っ
た
、
公
務
員
に
な
っ
た
な
ど
の

場
合
に
は
、届
け
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

�
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
中
学
校
修
了
前

の
児
童（
15
歳
に
達
す
る
日
以
降
最
初
の

3
月
31
日
ま
で
）を
養
育
し
て
い
る
人

※
児
童
の
住
所
は
市
内
で
、
養
育
者
の
住

所
が
市
外
の
人
は
、
養
育
者
の
住
所
地
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
公
務
員
の
人
は
勤

務
先
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
【
支
給

月
】6
月
／
2
〜
5
月
分
、
10
月
／
6
〜

9
月
分
、
2
月
／
10
〜
1
月
分

※
令
和

2
年
6
月
の
更
新
手
続
き
が
済
ん
で
い
な

い
場
合
は
、
6
月
以
降
の
手
当
て
の
支
払

い
が
保
留
と
な
り
ま
す
の
で
、
速
や
か
に

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。
10
月
に
定
期
支

給
が
あ
っ
た
人
は
、
手
続
き
済
み
で
す
。

訪
問
型
子
育
て
支
援
事
業

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

�
7
7
8
―

2
0
0
8

�
7
7
7
―

5
8
0
4

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
内
に
設
置
し
て

い
る「
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」

で
は
、
保
育
士
資
格
を
持
つ
子
育
て
支
援

員
が
家
に
伺
い
、
育
児
の
悩
み
や
不
安
の

解
消
、
ふ
れ
あ
い
遊
び
の
紹
介
や
子
育
て

支
援
の
情
報
提
供
な
ど
を
し
て
い
ま
す
。

気
軽
に
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。
�
㈪
〜

㈯
9
〜
16
時（
㈷
・
年
末
年
始
を
除
く
）

�
未
就
学
児
の
保
護
者

�
電
話
で
子
育

て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ

交
通
遺
児
手
当
の
申
請
を

子
ど
も
支
援
課

�
7
7
5
―

6
8
1
9

�
7
7
4
―

5
3
4
2

�
市
内
に
住
所
が
あ
る
義
務
教
育
修
了
前

の
児
童
の
両
親
ま
た
は
そ
の
ど
ち
ら
か

が
、交
通
事
故
に
よ
り
死
亡
し
た
場
合
に
、

そ
の
児
童
と
生
活
を
共
に
し
、
養
育
し
て

い
る
保
護
者
【
支
給
額
】遺
児
1
人
当
た

り
月
額
3
千
円

�
交
通
事
故
に
よ
っ
て

死
亡
し
た
こ
と
を
証
明
で
き
る
物（
事
故

証
明
書
や
死
亡
証
明
書
の
写
し
な
ど
）、

印
鑑
、
保
護
者
名
義
の
預（
貯
）金
通
帳
、

本
人
確
認
が
で
き
る
物（
自
動
車
運
転
免

許
証
な
ど
）を
用
意
し
て
直
接
、
子
ど
も

支
援
課
へ

令
和
3
年
度

学
用
品
費
・
給
食
費
な
ど
の
援
助

学
務
課

�
7
7
5
―

9
6
0
4

�
7
7
5
―

5
6
3
3

経
済
的
な
理
由
で
就
学
が
困
難
と
認
め

ら
れ
る
児
童
生
徒
の
保
護
者
に
、
子
ど
も

の
学
用
品
費
の
一
部
や
給
食
費
な
ど
を
援

助
し
て
い
ま
す（
所
得
審
査
あ
り
）。
年
度

途
中
で
転
入
し
た
人
や
、
世
帯
状
況
が
変

わ
り
援
助
が
必
要
に
な
っ
た
人
も
随
時
受

け
付
け
ま
す
。
新
入
学
児
童
生
徒
学
用
品

費
の
入
学
前
支
給
を
受
け
た
人
も
再
度
申

請
が
必
要
で
す
。
【
必
要
書
類
】保
護
者

名
義
の
振
込
口
座
の
分
か
る
物
、
賃
貸
借

契
約
書
の
写
し（
賃
貸
住
宅
に
住
ん
で
い

る
場
合
）、
令
和
2
年
分
所
得
税
の
確
定

申
告
書
の
控
え（
1
月
2
日
以
降
に
上
尾

市
に
転
入
し
た
保
護
者
）な
ど

�
①
市

内
小
・
中
学
校
在
籍
者（
予
定
者
）の
保
護

者
／
申
請
書（
各
市
立
小
・
中
学
校
、
学

務
課
に
あ
る
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
必
要
書
類
を
添
え
て
直
接
、
通
学
し

て
い
る（
入
学
す
る
）小
・
中
学
校
ま
た
は

学
務
課
へ
②
国
・
県
立
小
・
中
学
校
在
籍

者（
予
定
者
）の
保
護
者
／
申
請
書（
学
務

課
に
あ
る
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
も
可
）に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

必
要
書
類
を
添
え
て
直
接
、
学
務
課
へ
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確定申告書等
作成コーナー

税務相談
チャットボット

介
護
相
談
員
を
募
集

高
齢
介
護
課

�
7
7
5
―

6
4
7
3

�
7
7
6
―

8
8
7
2

市
内
の
介
護
施
設
を
訪
問
し
て
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
な
ど
か
ら
介
護
サ
ー
ビ

ス
に
関
す
る
疑
問
や
不
安
・
不
満
を
聞

き
、
問
題
の
改
善
・
解
決
に
向
け
て
、
利

用
者
と
介
護
事
業
者
や
行
政
と
の
橋
渡
し

を
す
る
介
護
相
談
員
を
募
集
し
ま
す
。

�
次
の
①
〜
④
の
全
て
に
該
当
す
る
人
①

市
内
に
住
所
が
あ
る
②
介
護
に
関
心
が
あ

り
、
半
日
の
活
動
を
月
に
4
回
程
度
で
き

る
③
市
指
定
の
相
談
員
養
成
研
修（
会
場

は
東
京
都
内
・
5
日
間
・
8
月
実
施
予

定
）に
参
加
し
、
課
程
を
修
了
で
き
る（
11

月
か
ら
活
動
開
始
）（
予
定
）④
2
年
以
上

活
動
で
き
る
【
謝
金
】訪
問
1
回
当
た
り

2
千
円

�
若
干
名
【
選
考
方
法
】面
接

審
査

�
申
込
書（
高
齢
介
護
課
に
あ
る
。

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も

可
）に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
2
月
26

日
㈮
ま
で（
必
着
）に
直
接
ま
た
は
郵
送
で

高
齢
介
護
課（
〒
362
―

8
5
0
1
本
町
3
―

1
―

1
）へ

所
得
税
の
確
定
申
告
書
の

作
成
は
自
宅
で

上
尾
税
務
署

�
7
7
0
―

1
8
0
0

所
得
税
の
確
定
申
告
書
は
、
自
宅
で
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
確
定
申
告
書
等

イ
ー

タ
ッ
ク
ス

作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
作
成
し
、
ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ

（
電
子
申
告
）や
郵
送
で
税
務
署
に
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」の
操
作
方
法
や
申
告
に

関
す
る
質
問
は
、「
ｅ
―

Ｔ
ａ
ｘ
・
作
成

コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク（
�
0
5
7
0
―

01
―

5
9
0
1〈
年
末
年
始
を
除
く
平
日
だ

け
〉）」ま
た
は「
税
務
相
談
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ

ト
」に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※『
広
報
あ
げ
お
』令
和
3
年
1
月
号
16

ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
た
確
定
申
告
会
場

の「
入
場
整
理
券
」は
当
日
税
務
署
で
配
布

ラ

イ

ン

す
る
他
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
事
前
に
発
行
し
て

い
ま
す
。詳
し
く
は
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（
�https

://w
w
w
.nta.go.jp

/

）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の「悩み・課題・対策」に、専門家が何度でも無料で個別相談
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何から相談したら良いか分からない、事業の
立て直し
オンラインサービス・テレワークなどを活用
した販路拡大

雇用調整助成金、休業支援金・給付金など
※この会場で申請手続きはできません。

埼玉県感染防止対策協力金（飲食店対象）、制
度融資、資金繰りなどの経営全般

※いずれも12：00～13：00は除きます。

とき

9:30~16:30
（1回60分）

9:00~16:00
（1回50分）

9:00~16:00
（1回25分）

2/3~24の
毎週㈬

2/4㈭

2/18㈭・25㈭

毎週㈮

毎週㈫
（㈷を除く）

専門家

中小企業診断士①

中小企業診断士②

ウェブ解析士

社会保険労務士

商工会議所
経営指導員
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ている事業者向けの支援策は、市ホームページをご覧く
ださい。 市ホームページ

ワンストップ相談窓口事業者向け
上尾市成人式令和3年

オンラインによる
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生
ご
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減
量
化
に
ご
協
力
を
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境
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策
課
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タ
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9
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�
7
8
1
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9
1
6
6

生
ご
み
の
約
80
㌫
は
水
分
で
す
。
生
ご

み
の
水
気
を
切
る
こ
と
で
、
減
量
だ
け
で

な
く
、臭
い
防
止
、Ｃ
Ｏ
2
削
減
の
効
果
も

得
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
燃
え
に
く
い
水
分

が
減
る
こ
と
で
、
西
貝
塚
環
境
セ
ン
タ
ー

の
焼
却
炉
へ
の
負
担
も
軽
減
で
き
ま
す
。

●
生
ご
み
の
水
切
り
の
ポ
イ
ン
ト

野
菜

の
皮
な
ど
、
水
分
の
少
な
い
ご
み
は
水
に

濡
ら
さ
な
い
／
茶
殻
や
テ
ィ
ー
バ
ッ
グ
な

ど
、
水
気
の
多
い
も
の
は
乾
燥
さ
せ
る
／

ご
み
を
出
す
前
に
よ
く
絞
る

上
尾
市
空
き
家
バ
ン
ク
の
活
用
を

交
通
防
犯
課

�
7
7
5
―

5
1
3
8

�
7
7
5
―

9
9
2
7

市
で
は
、
空
き
家
の
売
却
情
報
や
賃
貸

情
報
を
掲
載
し
、
所
有
者
と
利
用
希
望
者

と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
図
る
空
き
家
バ
ン
ク

を
運
営
し
て
い
ま
す
。
①
活
用
相
談（
空

き
家
を
所
有
し
て
い
る
人
）／
市
内
に
所

有
し
て
い
る
空
き
家
の
活
用
方
法
を
宅
建

業
者
に
無
料
で
相
談

②
物
件
登
録（
売

り
た
い
人
、
貸
し
た
い
人
）／
市
内
に
所

有
す
る
空
き
家
を
空
き
家
バ
ン
ク
に
登
録

し
、
売
却
・
貸
与
を
交
渉

※
受
け
付
け

後
に
物
件
の
調
査
を
行
い
、
登
録
完
了
後

に
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
ま
す
。

③
利
用
登
録（
買
い
た
い
人
、
借
り
た
い

人
）／
利
用
者
と
し
て
登
録
し
、
空
き
家

バ
ン
ク
に
登
録
さ
れ
た
物
件
の
購
入
・
借

用
を
交
渉

※
上
尾
市
と
併
せ
て
、
県
央

地
域
の
市
町（
鴻
巣
市
・
北
本
市
・
桶
川

市
・
伊
奈
町
）へ
の
利
用
登
録
も
可
能
で

す（
交
渉
は
、
物
件
が
登
録
さ
れ
て
い
る

各
市
町
で
申
し
込
み
）。

令
和
4
年
度
以
降
の
成
人
式

生
涯
学
習
課

�
7
7
5
―

9
4
9
0

�
7
7
6
―

2
2
5
0

成
年
年
齢
を
20
歳
か
ら
18
歳
に
引
き
下

げ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る「
民
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
」が
令
和
4
年
4
月
1

日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
が
、
上
尾
市
で
は

令
和
4
年
度
以
降
も
従
来
通
り
20
歳
を
対

象
と
し
て
成
人
式
を
実
施
し
ま
す
。な
お
、

名
称
は
未
定
で
す
。

1月10日、新成人2,500人を対
象として令和3年上尾市成人式
を行いました。式は無観客で実
施し、オンラインによるライブ
配信を行いました。文化セン
ターと各公民館では、新成人が
記念写真を撮れるよう、記念撮
影スポットを設置し、新成人た
ちが晴れ着姿で撮影する様子が
見られました。

生涯学習課
�775―9490・�776―2250

③

①大石公民館 ②成人式式典 ③大谷公民館 ④原市公民館 ⑤平方公民館 ⑥上平公民館 ⑦上尾公民館（文化センター）

※マスクを外している写真もありますが、写真撮影の間、一時的に外したものです。

⑦

②

⑥⑤

①

④
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市消防団 新 入 団 員 募 集

国
民
年
金
保
険
料
は

お
得
な
口
座
振
替
を

保
険
年
金
課

�
7
7
5
―

5
1
3
7

�
7
7
5
―

9
8
2
7

大
宮
年
金
事
務
所

�
6
5
2
―

3
3
9
9

①
口
座
振
替
の
前
納

1
年
度
分
の
保
険

料
を
前
納
す
る
場
合
の
割
引
額
は
、
現
金

払
い
で
は
3
、5
2
0
円
で
す
が
、
口
座

振
替
で
は
4
、1
6
0
円
に
な
り
ま
す（
令

和
2
年
度
額
）。
6
カ
月
分
の
前
納
も
口

座
振
替
が
お
得
で
す
。ま
た
、2
年
度
分
を

前
納
す
る
と
、
1
万
5
千
円
程
度
の
割
引

に
な
り
ま
す
。
※
下
期
6
カ
月（
10
〜
3

月
）分
を
除
く
口
座
振
替
の
前
納
は
2
月

26
日
㈮
ま
で
に
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

②
口
座
振
替
の
当
月「
早
割
」
月
々
の
納

付
も
口
座
振
替
の「
早
割
」が
お
得
で
す
。

口
座
振
替
に
よ
る
毎
月
納
付
の
場
合
、
通

常
の
振
替
日
は
翌
月
末
日
で
す
が
、「
早

割
」に
変
更
す
る
と
、
当
月
保
険
料
の
当

月
末
日
振
り
替
え
と
な
り
、
保
険
料
が
月

額
50
円
引
き（
令
和
2
年
度
額
）に
な
り
ま

す
。
【
①
②
共
通
】
�
本
人
確
認
が
で

き
る
物（
自
動
車
運
転
免
許
証
な
ど
）、
年

金
手
帳
ま
た
は
納
付
書
、預（
貯
）金
通
帳
、

通
帳
届
け
出
印
を
用
意
し
て
直

接
、
金
融
機
関
ま
た
は
大
宮
年

金
事
務
所（
さ
い
た
ま
市
北
区

宮
原
町
4
―

19
―

9
）へ

住
宅
用
火
災
警
報
器
の

適
切
な
維
持
管
理
を

予
防
課

�
7
7
5
―

1
3
1
4

�
7
7
5
―

2
2
3
0

住
宅
用
火
災
警
報
器（
住
警
器
）は
、
設

置
が
義
務
化
さ
れ
て
か
ら
10
年
以
上
経
過

し
て
い
ま
す
。
住
警
器
は
古
く
な
る
と
、

電
子
部
品
の
寿
命
や
電
池
切
れ
な
ど
で
火

災
を
感
知
し
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
た

め
、
10
年
を
目
安
に
本
体
を
交
換
す
る
こ

と
が
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
。
火
災
発
生
時

に
警
報
音
が
鳴
ら
な
い
こ
と
が
な
い
よ

う
、
定
期
的
に
作
動
確
認
を
す
る
な
ど
、

適
切
な
維
持
管
理
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

●
住
警
器
が
効
果
を
発
揮
し
た
事
例

電

子
レ
ン
ジ
を
使
用
し
、
市
販
の
洋
菓
子
を

温
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
電
子
レ
ン
ジ
内
か

ら
煙
が
発
生
し
た
。
居
室
に
設
置
し
て
い

た
住
警
器
の
警
報
音
に
家
人
が
素
早
く
気

が
付
い
た
た
め
、火
災
に
至
ら
な
か
っ
た
。

な
お
、
居
住
者
だ
け
で
は
な
く
、
隣
人

や
通
行
人
が
警
報
音
に
気
付
き
、
火
災
に

至
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
※

そ
の
他
の
事
例
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

消防団は、「自分たちのまちは、自分たちで守る」という精神のも
とに地域で活動し、地域防災の要として各種災害から人命と財産を
守っています。市民を災害から守るため、勇気あるあなたの力が必
要です。 ●消防団員とは 他に職業や学業を持つ非常勤特別職の
地方公務員です。消防本部などの職員と同じく、権限と責任を有す
る地方公務員である一方、ボランティアとしての性格も併せ持って
います。【入団資格】市内に在住・在勤の18歳以上45歳未満で心身
ともに健康な人 �直接または電話で消防総務課へ

人 数
若干人
若干人
若干人

職 種
一般事務（障害者）

土木
建築

消防総務課 �775―1500・�775―2230

消火用水確保連携訓練

市職員を募集

【試験内容】面接試験の他、パソコンを使用した基礎能
力検査、活字印刷文による適性検査、専門試験（職種
による）など
【第1次試験】3月8日㈪～31日㈬ ※全国のテストセン
ターのうち、受験者が指定した会場で基礎能力検査を
実施します。 ※面接試験などは、4月11日㈰に実施し
ます。
【申込方法】2月1日㈪～28日㈰（必着）に、市ホームペー
ジから電子申請 ※電子申請ができない人は、2月18
日㈭までに職員課に連絡してください。 ※受験資格
など詳しくは、受験案内（職員課、各支所・出張所、図
書館本館にある。市ホームページからダウンロードも
可）をご覧ください。

職員課 �775―5112・�775―9819
【職種・採用予定人数】

令和3年6月
採用予定
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ア
ッ
ピ
ー

子ど も 援の 食を 応

ボランティアや食品の提供にご協力を

生まれ育った環境によって子どもの将来が左右されないようにするために、貧困の連鎖を断
ち切る取り組みが全国で行われています。
県では、県が発起人となり、貧困の連鎖の解消に向け、社会貢献活動を行う団体、企業や個

人をつなぐ「こども応援ネットワーク埼玉」を立ち上げ、活動を後押ししています。
市内でも、地域の皆さんが上尾の子どもたちが健やかに成長できるように「子どもの居場所」

の提供や、生活に困っている家庭に無償で食料品を提供する活動を行っています。

このような活動は、市民の皆さんや企業の皆さんの協力が大きな力となります。ボランティアや食品の提
供ができる人は、表1・2の各団体に直接、連絡してください。ご協力をお願いします。

■子ども食堂 共働きや貧困などのさまざまな事情により、満足に
ごはんを食べられない子どもたち、一人でごはんを食

べている子どもたちに居場所と食事を提供するものです。
参加希望者は、表1の各子ども食堂に直接、連絡してください。

■フードパントリー ひとり親や生活困窮者などに無償で食料を提供する支援活動です。希望者は、
表2の各フードパントリーに直接、連絡してください。

【表1】市内の子ども食堂
食堂名 とき ところ 費用 連絡先 事前申込

こども食堂
「とまと」

毎週㈬
17：00～19：00

二ツ宮公民館
（二ツ宮943）

子ども/100円
大人/300円 �773―9436（桐原） 要

えだまめ
こども食堂

毎月第3㈯
11：30～14：00

あけぼしデイ＆
リハ
（原市4352）

無料
�090―3338―5827（中村）
�edamame.syokudou@
gmail.com

要
（2日前
までに）

子ども食堂
「でんでん虫」

毎週㈫
16：00～19：30 非公表 高校生以下/無料

大人/300円 �090―2753―4778（早瀬） 要

ホットほっと
タイム

毎月第2㈮
17：00～19：30

こぱん☆あらぐさ
（富士見2―15―1）

入会金/1世帯100円
子ども/50円
大人/300円

�781―9824
�090―4737―7415（池田）
�hot2time.in.ageo@
gmail.com

要

遍照院
「みんめし」

毎月第2・4㈰
7：50集合

遍照院
（上町1―6―6） 無料 �771―0648

（9：00～16：00） 要

てらこや錦町 毎週㈮
17：00～

自然食の店なず菜
（錦町2―18） 子ども/100円 直接、現地へ 要

※アレルギー対応については、｢てらこや錦町｣だけ相談に応じます。その他は対応できません。

【表2】市内フードパントリー
パントリー名 とき 連絡先 提供数 事前予約

フードパントリー
「パプリカ」

3/2㈫
17：30～19：00
（4月以降は未定）

東口�773―9436
西口�090―2753―4778 30世帯（先着順） 要

みどりフード
パントリー上尾

偶数月の第4㈰
（変更になる場
合あり）

�090―2227―5037
�midorifoodpantryageo
@gmail.com

50世帯（先着順）
※市内在住に限
ります。

要

モモフード
パントリー

奇数月第4㈰
14：00～17：00
奇数月第4㈪
17：00～20：00

�773―8795
�momofoodpantry@
gmail.com

50世帯（先着順） 要

子ども支援課
�775―6819
�774―5342

こども応援ネット
ワーク埼玉
ホームページ
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とき　　　 ところ　　　 内容　　　 対象　　　　  費用・金額　※記載のないものは「無料」　　  定員　　　 持ち物
申し込み　※記載のないものは「当日、直接会場へ」　　  問い合わせ　


